
６
月
定
例
教
育
委
員
会
の

日
程
に
つ
い
て

日
和
佐
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

臨
時
調
理
員（
パ
ー
ト
）募
集

６
月
の「
高
年
齢
者
の
再
就
職
に

関
す
る
相
談
窓
口
」の
お
知
ら
せ

日
和
佐
診
療
所
循
環
器

外
来
の
お
知
ら
せ

診療時間

18時 ～22時

18時 ～22時

9時 ～18時

18時 ～22時

診療月日

6月18日（月）

7月 4日（水）

7月15日（日）

7月23日（月）
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日
時
　
６
月
29
日
(金) 

　
　
　

午
前
９
時
30
分
〜

場
所
　
日
和
佐
公
民
館
１
階
相
談
室

職
種
と
要
件　
臨
時
調
理
員（
パ
ー

ト
）　

若
干
名

勤
務
場
所　
美
波
町
立
日
和
佐
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー（
日
和
佐
中
学
校

隣
接
）

勤
務
条
件
等

・
雇
用
期
間

　

平
成
30
年
９
月
30
日
ま
で（
延

長
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

・
勤
務
日

　

平
日
週
５
日（
夏
休
み
期
間
は

原
則
勤
務
日
と
な
り
ま
せ
ん
）

・
勤
務
時
間

　

午
前
８
時
〜
午
後
４
時（
内
７

時
間
勤
務
）

・
賃
　
　
金

　

時
給
８
４
０
円（
調
理
師
資
格

の
あ
る
方
は
８
８
０
円
）

・
そ
の
他

　

通
勤
手
当
、
社
会
保
険
・
雇
用

保
険
等
加
入
。

提
出
書
類　
自
筆
の
履
歴
書（
市
販

の
用
紙
、
写
真
貼
付
）を
持
参
ま

た
は
郵
送
。

提
出
場
所　
美
波
町
教
育
委
員
会
学

校
教
育
課

試
験　
面
接（
日
時
は
応
募
さ
れ
た

方
へ
個
別
通
知
し
ま
す
。）

申
込
先
・
お
問
い
合
せ
先

美
波
町
教
育
委
員
会

　

☎
77-

３
６
２
０

美
波
町
奥
河
内
字
寺
前
153-

1

　

日
和
佐
診
療
所
循
環
器
外
来
の
診

療
が
始
ま
り
ま
し
た
。
診
療
日
等
は

左
記
の
と
お
り
で
す
。

診
療
日　
毎
月
第
２
・
４
金
曜
日

受
付
時
間　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

　
　
　
　

30
分

診
療
時
間　
午
後
２
時
〜
５
時

担
当
医　
徳
島
赤
十
字
病
院
循
環

　
　
　
　

器
内
科
医
師

　

徳
島
県
生
涯
現
役
促
進
地
域
連
携

事
業
推
進
協
議
会
が
55
歳
以
上
の
方

の
再
就
職
や
就
業
支
援
の
相
談
窓
口

を
開
催
し
ま
す
。

日
時　
６
月
25
日
(月) 

午
後
１
時
〜

３
時
30
分　
※
前
日
ま
で
に
要
予
約

場
所　
美
波
町
社
会
福
祉
協
議
会

お
問
い
合
せ
先

徳
島
県
生
涯
現
役
促
進
地
域
連
携
事

業
推
進
協
議
会
事
務
局

　
☎
０
８
８-

６
７
６-

４
４
２
１

日和佐診療所からお知らせ
日和佐診療所は、海部郡医師会が実施する
「海部郡救急医療当番」に参加しています。

6月・7月の当番

当番日は、内科医師が診察します。
診察を希望される方は、上記診療時間内に
お越し下さい。

日和佐診療所　☎７７－１２１２

高齢者の出張免許更新
（今回試行として２日間だけ実施します）

更新対象者　７０歳以上の運転免許更新期間中の方で、
　　　　　　高齢者講習受講済みの方。
実　施　日　平成３０年７月１３日（金）
　　　　　　平成３０年７月２７日（金）
※注意　台風等警報発令時は、中止する場合があ
　　　　ります。

実 施 時 間　午前１１時から午後５時までの間
実 施 場 所　海部自動車学校
必要なもの　・運転免許証
　　　　　　・高齢者講習終了証明書
　　　　　　・更新連絡書（はがき）
　　　　　　・手数料２，５００円分の徳島県収入証紙
　　　　　　 収入証紙は銀行等で購入できます。
　　　　　　印紙ではありませんので注意して下さい。
問い合せ先　徳島県運転免許センター ☎088-699-0110

◆美波町門前町再生化事業
（古民家活用）の事業者が決定しました。

　美波町門前町再生化事業（古民家活用）の事業者を募集したところ、2件の応募がありました。4月27日、
美波町役場で審査会を開催した結果、下記の事業者に決定しました。
　今後、提案者と美波町とで建物の賃貸借契約を結び、提案者は提案した内容に沿った店舗の開店に向け、
準備を進めます。　　　

提案者 ： 松 田 徹 時（東京都板橋区）
　　　　　　　　　　　事業名 ：～地域食材と薬膳で美波の魅力を全国に伝える～
　　　　　　　　　　　　　　　ラーメン店の開設


